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概 要
特許文書には多数の技術情報が含まれており、その内容を俯瞰的に見るための方法として特許マップが提案され
ている。我々は、既に特許に含まれている定型的な効果に関する表現である特長表現に注目して、特長の持つ対
象と観点という 2つの次元から構成される特許マップの自動生成手法を提案している。本研究では、特許マップ
の対象と観点を表す語のクラスタリングを行うための facet-biasedトピックモデルを提案すると共に、このモデル
で作成した特許マップの作成手法を提案する。

1 研究の背景と目的
特許は開発した技術の知的財産権を守るためのもので
あり、出願者は請求範囲を広く取るために抽象的な特
許独特の表現を多様する傾向にある。そのため、特許
を読むことは非専門家にとって障壁が高いものであっ
た。そこで特許の情報を分かりやすく示した特許マッ
プ [1]がある。
我々は既に特許マップの自動生成のために、西山ら

[2]の研究で定義される特長表現を更に対象と観点に
分けた特許マップの自動生成を提案してきた [3]。し
かし、この手法では特許文書中に含まれる対象と観点
を表す語をクラスタリングする必要があるが、その手
法の検討が十分ではなかった。
そこで、本研究では各文書が対象語と観点語、その

他の語から構成されるトピック群から生成されると考
え、代表的な対象・観点トピックを用いてマップを作
成する。そこでトピックモデルにおいて生成されるト
ピックについて対象と観点を代表させるトピックとい
う考え方を導入した facet-biasedトピックモデルを提
案すると共に、このモデルで作成した特許マップの作
成手法を提案する。

2 特許マップと関連研究
特許の情報を分かりやすく図にして表したのが特許
マップ [1]である。本節では、一般的な特許マップを
紹介すると共に、特許情報の実用的活用を目指した関
連研究を示す。

2.1 特許マップ
特許マップとは大量の特許情報を分かりやすく、図に
まとめたものである。様々な形式の特許マップがあり、
調査目的によって利用の仕方も異なる。例としては縦
と横の組み合わせで技術を 2つの側面から観察し、技
術の穴場や動向を把握できるマトリクスマップ型や特
許技術情報を体系化し、技術ごとのツリーを作成する
ことで技術の成熟度や技術の集中部分等を把握できる
ツリー型などがある (図 1)。

図 1: 特許マップの例

2.2 特長表現に注目したトピックモ
デル

多くの技術文書には、その技術が既存の技術に比べて
どのような利点があるのかといった記述が存在する。
西山ら [2]はこのような表現を特長表現と呼び、「当該
技術の新たな長所を示した表現」と定義した。例えば，
携帯電話に関する特長表現として

•通話音質を向上する
•片手による操作を可能にする

などがプラスの極性を持つ特長表現の例として挙げ
られ，

•通話時のノイズを抑制する
•落水による故障を防止する

などがマイナスの極性を持つ特長表現の例として挙げ
られる．西山らはこれらの表現を構文パターンを用い
て解析し、更に斬新な技術応用を発見するためにラン
キング付けを行うことで新たな技術文書のまとめ上げ
として提案した。
岸ら [3]は、特長表現の多くに、評価の基準である

観点（例えば安定動作、操作性）と、それをどの部分
により実現するかを示した対象（例えば液晶パネル、
LED照明）の 2つを含むことから、この組み合わせ
による特許マップ（図 2）の生成手法を提案してきた。
この手法では、文書中からパターンを用いて対象語、
観点語の文書クラスタリングを行うことで、特許マッ
プの作成を行う。このクラスタリングを行う方法とし
て、対象語と観点語の各々について、それらの語を含
む特許文書の全てを集めた代表文書を作成し、トピッ
クモデル [4]で次元圧縮をした後、Ward法でクラス
タリングを行った。しかし、代表文書の作り方などに
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図 2: 〈対象〉-〈観点〉の特許マップ

ついての検討などが不十分であり、手法についての再
検討が必要であった。
以下で岸が用いたシステムの流れを示す。

1. 特定分野の特許を集める

2. 特許文書中の特長表現から対象語と観点語のペア
を抽出

3. 軸にする対象語と観点語をクラスタリング

4. 特許マップの作成

3 facet-biasedトピックモデルに基
づく特許マップの生成

前節で述べた特許マップ生成手法では、対象語と観点
語のそれぞれの代表文書とそれを用いたクラスタリン
グであり、各々の語を含む全ての特許文書を利用して
いるため、複数の対象語や観点語を含むような特許を
扱う際に、関係の薄い記述を代表文書に含めてしまう
という問題があった。
そこで本研究では、トピックモデル [4] を拡張し、

対象語に関係するトピック、観点語に関するトピック、
その他の語に関するトピックという、3つのタイプの
トピックの混合として特許文書が生成されると考えた
facet-biasedトピックモデルを提案し、クラスタリン
グに利用する。
facet-biasedトピックとは、一般のトピックモデル

のトピックと異なり、特定の facet（特許マップにおけ
る対象と観点）に関連する語を主に生成するためのト
ピックである。本節では、facet-biasedトピックモデ
ルの提案を行うと共に、facet-biasedトピックモデル
の結果を用いた特許マップの作成を行う。

3.1 facet-biasedトピックモデルに
よるクラスタリング

トピックモデルとは、1つの文書は複数のトピックか
ら確率的に生成されていると考え、トピックを生成す
るモデルである。代表的には LDA[5]がある。LDAは
単語間に現れる相関共起の情報を用いるので、文書群
を特徴付けるような重要な語があれば、その後に関連
する語も同じトピックに帰属する可能性が高い。しか
し、このトピックモデルでは、本研究で想定している
ようなトピックの種類という考え方がなく、結果とし
て対象語や観点語に関係するトピックが生成される場
合もあるが、特許マップ作成のための情報としては不
十分である。そこで本研究では、facet-biasedトピッ
クモデルを提案する。
このトピックモデルでは、単語群が facetに対応す

る形で分類されていることを仮定する。また、既存の
トピックモデルと異なり、特定の facetに属する単語

を主に生成するトピックとして facet-biasedトピック
というトピックのタイプを定義する。また、このモデ
ルでは各々の facetに属する単語は facet-biasedトピッ
クのみから生成されると仮定する。この考え方に基づ
いて生成するトピックと、そのトピックによる単語の
発生確率の関係を表 1に示す。

表 1: 単語の発生確率の設定
対象語 観点語 その他の語

対象 (facet1) 推定値 0 推定値

観点 (facet2) 0 推定値 推定値

その他 0 0 推定値

表 1の中で推定値は既存の LDAと同様の手法によ
る推定値を用いる。0と示した部分は、facetに属する
語は facet-biasedトピックからのみ生成されることを
示している。ただし、トピックに関係する文書に存在
しない語と同様に 0に近い確率を与える。この表から
わかるように、本手法では各々の facet毎については、
独立性を仮定してトピックを生成し、その他の語につ
いては facet-biasedトピックに関連性が強い場合には、
これらのトピックに、そうでない一般的な語（例えば、
特許一般で用いられる語）は、その他のトピックに含
まれることが期待される。
しかし、予備実験を行ったところ（詳細は他の実験

と合わせて後述）、対象語や観点語の種類が少なく、ま
たその頻度がその他の語と比べて少ないため、本来な
ら facet語を中心としたトピックになるはずの facet-
biasedトピックの重要語にその他の語が多く存在し、
多くの観点語が複数（3～5）のトピック割り当てを持
ち、クラスタリングとして役に立たないという問題が
あった。そこで、各文書のトピック割合を決める際の
単語の重みを設定するパラメータ fwを導入する。具
体的には LDAのモデルから文書のトピックを決定す
る lda inferenceにおいて、ファセットに属する語につ
いては、全体のトピックに寄与する割合を変更するた
めに、単語の出現頻度ではなく、出現頻度に一定の重
み（facet単語重み fw）を乗じたものを出現頻度とし
て利用する。

3.2 対象語・観点語リストの作成
岸ら [3]の研究における構文パターンのみによる対象語
と観点語の収集には網羅性の問題が生じており、上述
したように対象語や観点語を重要語とするためには対
象語や観点語の数と、その頻度を増やす必要があった。
そこで本研究では対象語に注目して特許の性質上、抽
象的な複合語の組み合わせで現れることが多い専門用
語を対象語として獲得するために専門用語抽出ツール
の利用を考える。専門用語を抽出するツールとしては
単語の成長可能性に注目した TermExtract[6]が存在
する。例えば「ICチップ」という語は「IC」と「チッ
プ」の複合語である。TermExtractはこれらの複合語
に注目して、頻繁に現れる語の組み合わせを重要な複
合語だと判断する。つまり、「ICチップ」の用語性を
高いと判断したならば、「ベア ICチップ」などのよう
に用語性が高い用語を構成要素としている複合語も用
語性が高いと判断する。本研究においては、観点語は
「～性」や「～能」など現れる語彙の種類が限定的で
あることが多数見受けられたため、抽出精度の高い岸
の構文パターンを利用して収集した。対象語は複合語
の組み合わせで現れる語が頻出し、その種類も多岐に
渡ることから TermExtractを用いて収集した。
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3.3 特許マップの作成
facet-biasedトピックモデルを用いることにより、特
許文書中の全ての対象語と観点語についてトピックが
割り当てられる。これらの facet-biasedトピックに含
まれる重要語（発生確率の高い facet語）により、各々
のトピックが特徴付けられると考えて、特許マップを
作成する。従来の手法と異なり、多義を持つと考えら
れる語については、複数の項目と関連付けられること
がある。また、岸らの手法と同様の手法で抽出した特
長表現に含まれる対象語、観点語のトピック割り当て
を用いて、その特長表現のマップ上の対応箇所を決定
する。対応する特長表現の数を表すことにより、特許
マップとする。

4 実験とその評価
使用する特許データは，国立情報学研究所で作成され
た NTCIR-5 PATENT[7]の公開特許公報全文データ
中から，国際特許分類 (IPC)「G06K 19/07」(主に IC
タグ）分野の特許 1972 件を用いた。facet-biased ト
ピックモデルの実装には [5]の著者である blei氏が公
開している LDAの implementである lda-c[8]を利用
させていただいた。

4.1 実験結果
今回用いた ICタグ分野の特許 1972件においては対
象語と観点語、その他の語の出現頻度は表 2の結果と
なった。

表 2: それぞれの語の出現回数と異なり語総数
異なり語数 総出現回数

対象語 45 4270
観点語 50 2347
その他の語 1813 52001

表 2を見ると分かるように、対象語と観点語の出現
頻度とその他の語の出現頻度には大きな差が存在して
いる。また、本実験では、10 × 10の特許マップを作
成することを前提に対象や観点、その他のトピックを
各 1々0（計 30トピック）と設定し、facet-biasedトピッ
クモデルの生成を行った。最初に、生成された facet-
biasedトピックモデルがクラスタリングに有用かどう
かを検討するために対象語や観点語がそれぞれどれく
らいそのトピック内での支配的要素になっているかと
いう評価について、対象語と観点語の割り当てられた
トピックに関するエントロピーを計算し、どれだけバ
ラツキがあるかを求めた。エントロピーが高すぎる場
合は、対象語や観点語がそのトピックで支配的な要素
となっていないために、その他の語の存在に強く影響
を受けている可能性が高い。ただし、多義語について
は複数のトピックに割り振られることが適切であるた
め、エントロピーが低ければ低いほど良いということ
ではないことに注意が必要である。エントロピーの計
算にはそれぞれの対象語が、どのトピックに平均で何
回割り振られたかという情報を用いて行った。図 3に
対象語と観点語のエントロピーと facet-biasedトピッ
クモデルに用いた単語の重みパラメータの関係を示
した。

図 3: 対象語、観点語とパラメータの関係

対象語についてはその他の語に対して約 12倍、観点
語については約 22倍の総出現回数の割合が異なるが
、共に facet単語重み fwを増やしていくにつれて、最
初は減少傾向を示すが、その後増えたり減ったりと不
安定になる。値を大きくしすぎると、対象語と観点語
のトピックが全体の文書を構成するトピックとして支
配的になりすぎ、その他のトピックの要素が減ってし
まう。その結果、対象語については fw = 10を超え
てから、その他の語のうち共起する語の情報が減少し
ていくのでエントロピーは上昇してしまっている。一
方で観点語については対象語に比べて各単語の出現頻
度は低いものの、種類は対象語よりも多いため、fwを
増やすとトピックの決定に利用できる観点語が増えて
、エントロピーが減少していくと考えられる。
更に、モデルと特許文書の適合性の評価に

は perplexity を用いた。perplexity は PPL =

exp{−
∑M

d=1
log p(wd)∑M

d=1
Nd

} であり、文書中に現れる各単

語における出現確率の逆数の幾何平均になっている。
図 4に facet-biasedトピックモデルに用いた単語の重
みのパラメータと perplexityの関係を示した。

図 4: perplexityとパラメータの関係

perplexity は単語の重みパラメータ fwを増やすと
増大した。また、fwを大きくしすぎると、トピック
の推定に有用なその他の語が利用できなくなるため
に perplexityが増大していると考えている。なお、同
データをトピック数 30で既存のトピックモデルに適
用したときの perplexityは 1422209で、これは生成す
るトピックに制約を与えていることから当然の結果で
ある。
facet-biasedトピックモデルによるクラスタリング結

果を表 3と表 4に示す。この表の作成には fw = 10で
の結果を用いて行った。ラベルは筆者がクラスタの要
素を見て判定した。
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図 5: 本研究で作成した特許マップ

表 3: 対象を代表するトピック
クラスタ 要素
ICカード ICカード、半導体チップ、カード表面、

製造工程、システム、無線通信カード
アンテナ アンテナ、非接触 ICカード、非接触データ

送受信体、製品、ICチップ、複合 ICカード
カード カード、システム、カード表面、情報、

ICモジュール、非接触 ICカード
情報システム 情報、商品、情報処理システム、システム、

物品
メモリ データ、メモリカード、ICメモリカード、

システム、情報
ICチップとタグ ICチップ、ICモジュール、ICタグ、

REIDタグ、半導体装置
製造 工程、電子部品、パッケージ、製造工程、

接続部
システム 物品、システム、アンテナコイル、部材、

非接触情報担体
利用 利用者、サービス提供、二次電池、システム、

情報、工程
認証装置 認証、PCカード、情報記憶装置、接続部、

情報、無線通信カード

表 4: 観点を代表するトピック

クラスタ 要素
信頼性 信頼性、感度、剛性、損傷、短縮、分解
耐熱性 耐熱性、製造コスト、破壊、偽造、通信距離、通信特性
利便性 短縮、伝送、利便性、凹凸、再利用、簡素化、改竄
生産性 影響、品質、性能、生産性、断線、反り

歩留まり
セキュリティ1 強度、書き換え、耐久性、破損、セキュリティー、

損傷
セキュリティ2 容量、セキュリティ、増加、実用性、損傷

ばらつき
安全性 1 発生、取引、安全性、ばらつき、不正使用
形状 外観、増加、短縮、影響、生産性、生産コスト
精度 精度、薄型化、分解、安全性、流通、耐久性
安全性 2 利用、コスト、流通、漏洩、簡略化、不正使用、小型化

対象トピックについては多くの対象語が重要語（発
生確率の高い語）として利用され、類似した語のまと
まりとなったが、観点語については重要語のまとまり
はあるものの、特に発生確率の低い語については類似
の語が別のトピックに割り当てられることも多かった。
この問題についてはそもそもトピック数を 10に分け
ることが適切だったのかという点も含めて再考察する
必要がある。
図 5 は本研究で作成した特許マップである。この

マップを用いることで、独立性を仮定した対象と観点
の依存関係を読み取ることができる。

5 まとめと今後の課題
本研究では facet-biasedトピックモデルによって対象
語と観点語の代表トピックを作成し、特許文書を用い
た特許マップの自動生成に応用した。また、facetに
関する語とその他の語の発生頻度の違いを考慮した
facet単語重みを導入することで、facet語についての
まとまりのある facet-biasedトピックが作成できるこ

とを確認し、これに基づく特許マップの作成方法も提
案した。
今後の課題としては、facet単語重みや適切なトピッ

ク数などの決め方について、十分な考察ができていな
いため、その実験的な分析が必要である。さらに、特
許マップとしての妥当性、有用性についても分析して
いきたい。
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